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■計画策定の目的と位置づけ 

本計画は、災害発生時の状況に即した災害廃棄物処理の具体的な業務内容を示すことにより、災害 

廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指すものである。 

本計画は、環境省の定める「災害廃棄物対策指針」に基づき、大阪府災害廃棄物処理計画との整合 

性を図りつつ、災害廃棄物処理に関する豊能町の基本的な考え方と具体的な対応方策を示すものであ 

り、災害廃棄物処理に係る基本計画として位置付けられる。 

また、「豊能町地域防災計画」及び本町の一般廃棄物処理に係る基本的な計画である「第2次豊能町 

ごみ処理基本計画」を災害廃棄物処理という側面から補完するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象とする災害 

本計画では、「豊能町地域防災計画」の中で想定されている地震の中でも特に被害の大きい「有馬高槻 

断層帯地震」を対象に、災害廃棄物の検討を行う。 

項 目 内 容 

予 想 規 模 震度6強 

建物全壊棟数 94棟 （全棟に対する割合 1.1％） 

建物半壊棟数 216棟 （全棟に対する割合 2.5％） 

避難人口（最大） 252人 

■対象とする災害廃棄物 

災害廃棄物は一般廃棄物であるため、本町が処理の主体を担う。 

地震や水害等の災害に

よって発生する廃棄物 

木くず・コンクリートがら等・瓦くず・金属くず・可燃物・不燃物 

・廃家電・廃自動車等・腐敗性廃棄物・有害廃棄物・堆積物・その他適正処

理困難物 

生活ごみ 生活ごみ・避難所ごみ・し尿 

 

■災害廃棄物処理の基本方針 

基本方針 内 容 

衛生的かつ迅速な処理 

大規模災害時に大量に発生する廃棄物について、生活環境の保全及び

公衆衛生上の支障が無いよう、適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に

処理する。状況に応じて可能な限り短期間での処理を目指す。 

分別・再生利用の推進 
災害廃棄物の埋立処分量を削減するため、分別を徹底し、再生利用、

再資源化を推進する。 

処理の協力・支援、連携 

本町による自己処理を原則とするが、自己処理が困難であると判断し

た場合は、大阪府や国、地方自治体及び民間事業者等の協力・支援を受

けて処理する。 

環境に配慮した処理 

災害廃棄物の処理現場の周辺環境等に十分配慮して処理を行う。特に

建築物解体の際のアスベスト飛散防止対策、野焼きの防止、緊急処理

施設におけるダイオキシン類対策等に配慮する。 

安全作業の確保 

災害時の廃棄物処理は、ごみの組成・量の違い、危険物の混入など

に伴い、通常業務と異なることが想定されるため、作業の安全性の確

保を図る。 

 

■自衛隊・警察・消防との連携 

発災直後は、人命救助、被災者の安全確保を最優先とし、ライフラインの確保のための道路啓開等で発生し

た災害廃棄物の撤去が迅速に行えるよう、道路担当部署と連携するほか、災害対策本部を通じた自衛隊、警

察、消防等との連携方法について調整する。 

 

■市町村等、都道府県及び国の協力・支援 

他市町村等、都道府県による協力・支援については、「北摂7市3町及び関係団体による災害時等廃棄物相互支

援協定」等の予め締結している災害協定にもとづき、町内の情勢を正確に把握し、必要な支援等について的確

に要請できるようにする。 

協力・支援体制の構築にあたっては、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）も活用する。 

また、災害廃棄物処理業務を遂行する上で、町の職員が不足する場合は、府に要請（従事する業務、人数、

派遣期間等）し、府職員や他の市町村職員等の派遣について協議・調整をしてもらう。 

 

■住民等への啓発・広報 

災害廃棄物の処理を適正かつ円滑に進めるためには、住民の理解が重要である。特に仮置場の設置・運営、

ごみの分別徹底、便乗ごみの排出防止等においては、周知すべき情報を早期に分かりやすく提供する。 

情報伝達手段としては、ホームページ、たんぽぽメール、防災行政無線、広報紙、広報車、説明会、回覧

板、避難所への掲示等を、被災状況や情報内容に応じて活用する。 
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■災害廃棄物処理の全体像  

 

 

 

※必要に応じて二次仮置き場へ 

 

■種類別の災害廃棄物発生量 

 

災害種別 

建物解体由来（千t）  

合計 
可燃物 不燃物 

コンクリ

ートがら 
柱角材 金属 

有馬高槻断層帯地震 0.7 3.6 5.9 1.9 0.1 12.2 

 

■処理スケジュール 

過去の大規模災害の事例では、最大３年以内に処理業務を完了していることから、処理期間を３年とした 

場合のスケジュールを目安とするが、被災状況によって処理期間を再検討する。 

 

■処理フロー 

分別を徹底し混合廃棄物を減らすことが、復旧のスピードを高め、再資源化・中間処理・最終処分のトータ

ルコストの低減につながる。災害廃棄物処理の基本方針、発生量、廃棄物処理施設の被災状況を想定しつつ、分別・処理

フローを設定する。 

 

 

■仮置場候補地の選定 

災害復興には、災害廃棄物の生活圏からの迅速な撤去が重要となることから、仮置場候補地は平常時より選

定し、あわせて土地使用に関する覚書や協定書の締結を行うものとする。 

仮置場の選定は、本町の地理的特性から、東西でそれぞれ行い、選定要件は未使用の町有地や、公共施設用

地を基本とし、平地で可能な限り生活圏外で、搬入・搬出の車両等の通行が容易であり、また、場内環境が

轍、陥没に対処でき、使用後復旧が容易であることにあわせて３年程度の中長期の使用ができることも選定条

件として必要である。 

 

■仮置場必要面積 

仮置場に必要な面積は、災害廃棄物対策指針にて示された算出方法により推計した。 

 

災害種別 

仮置場必要面積（ha）  

合計 
可燃物 不燃物・コンクリートがら等 

有馬高槻断層帯地震 0.2 0.3 0.5 

 

■災害廃棄物処理実行計画 

発災前に作成した処理計画を基に、府が作成する基本方針・実行計画を参考に、災害廃棄物の発生量と廃棄物処

理施設の被害状況を把握した上で、災害の規模に応じて実行計画の作成を検討する。実行計画は、処理の進捗に応

じて段階的に見直しを行う。 

前期 後期 前期 後期 前期 後期

仮置場設置

災害廃棄物の搬入

災害廃棄物の処理

仮置場の撤去

１年目 ２年目 ３年目

有馬高槻断層帯地震
破砕選別後の廃棄物組成 一般廃棄物処理施設 要検討

災害時対応余力 【広域処理等】

①可燃物 　【国崎クリーンセンター】 ⑩ 0.0千ｔ（① - ⑦）

0.7千ｔ 5.4% 5.3千ｔ 全廃棄物量の0.0％（⑩ / ⑥）

処理量、処分率

⑦ 0.7千ｔ(可燃物①の100％)

②不燃物 全廃棄物量の5.4％（⑦ / ⑥）

3.6千ｔ 30.0%

焼却灰

③コンクリートがら ⑧ 0.1千ｔ 府内・府外処理施設での

5.9千ｔ 48.5%  (焼却量⑦の20％) 広域処理

④角柱材 災害時対応余力 【広域処理等】

1.9千ｔ 15.3% 　【最終処分場・フェニックス】 ⑪ 3.7千ｔ（② + ⑧ - ⑨）

3.7千ｔ 全廃棄物量の30.0％（⑪ / ⑥）

処理量　⑨ 0.0千ｔ

⑤金属 ※処分にかかる協議が必要

0.1千ｔ 0.8%

府内・府外処理施設での

広域処理

⑥合計（Σ①～⑤）

12.2千ｔ 100.0%

【リサイクル】

⑫ 7.9千ｔ（③ + ④ + ⑤）

全廃棄物量の64.6％（⑫ / ⑥）

産業廃棄物処理施設

仮設処理施設

産業廃棄物処理施設
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本町における災害廃棄物処理に係る基本的な流れ  

し尿・生活排水・生活ごみへの
緊急時対応 

 


